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厚
生
労
働
省
は
一
一
月
二
八
日
、
平
成
二

五
年
「
賃
金
引
上
げ
等
の
実
態
に
関
す
る
調

査
」
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
二
○
一
三
年
に
基
本
給

な
ど
の
所
定
内
賃
金
を
引
き
上
げ
た
、
あ
る

い
は
、
引
き
上
げ
る
予
定
の
企
業
は
前
年
を

四
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
七
九
・
八
％
と
な

り
、
比
較
可
能
な
一
九
九
九
年
以
降
で
は
過

去
二
番
目
に
高
い
水
準
と
な
っ
た
。
労
働
者

一
人
あ
た
り
の
改
定
額
（
月
額
）
は
前
年
を

三
三
九
円
上
回
る
四
三
七
五
円
と
な
り
、
二

年
連
続
の
増
加
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
前

の
水
準
に
戻
し
た
か
た
ち
と
な
っ
た
。

　

調
査
は
、
民
間
企
業
の
賃
金
改
定
額
、
改

定
率
、
改
定
方
法
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
毎
年
八
月
に
実
施
。
常
用
労
働
者
一
○
○

人
以
上
の
企
業
一
八
五
三
社
か
ら
の
報
告
を

と
り
ま
と
め
た
。

建
設
業
、情
報
通
信
業
な
ど
で
賃
上
げ

　

二
○
一
三
年
の
一
年
間
に
、定
期
昇
給（
以

下
「
定
昇
」）
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
以
下
、「
ベ

ア
」）
な
ど
で
賃
金
改
定
を
実
施
ま
た
は
予

定
し
て
い
る
と
回
答
し
た
企
業
は
八
二
・

四
％
と
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
一
人
平
均
賃
金
を
引
き
上
げ

る
企
業
は
七
九
・
八
％
と
な
り
前
年
（
七
五
・

三
％
）
を
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
た
。
統

計
上
、
比
較
可
能
な
一
九
九
九
年
以
降
で
は
、

二
○
○
七
年
（
八
二
・
八
％
）
に
次
ぐ
高
水

準
に
達
し
た
。
業
種
別
で
み
る
と
、
建
設
業

（
九
三
・
六
％
）、
製
造
業
（
八
七
・
二
％
）、

情
報
通
信
業
（
八
八
・
九
％
）
な
ど
で
賃
上

げ
の
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
引
き
下
げ
る
企
業
は
二
・
五
％
と

な
り
前
年
（
三
・
九
％
）
を
一
・
四
ポ
イ
ン

ト
下
回
っ
た
。
業
種
別
に
は
教
育
、
学
習
支

援
業
（
一
一
・
一
％
）、
電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
・
水
道
業
（
五
・
○
％
）
な
ど
で
賃
下

げ
が
目
立
っ
た
。

　

な
お
、
賃
金
改
定
を
実
施
し
な
い
企
業
は

一
二
・
九
％
と
な
り
、
運
輸
業
、
郵
便
業
（
二

七
・
六
％
）、宿
泊
業
、飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
二

三
・
二
％
）
な
ど
で
そ
の
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
。「
未
定
」
は
四
・
七
％
と
な
り
、

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
一
九
・

四
％
）
で
も
っ
と
も
高
く
な
っ
た
。

改
定
額
は
リ
ー
マ
ン
前
の
水
準
に
戻
る

　

次
に
、
一
人
平
均
賃
金
の
改
定
額
を
み
る

と
、
四
三
七
五
円
と
な
り
、
前
年
（
四
○
三

六
円
）
を
三
三
九
円
上
回
っ
た
。
改
定
額
を

過
去
一
○
年
で
振
り
返
る
と
、
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
前
の
二
○
○
六
年（
四
三
四
一
円
）、

二
○
○
七
年
（
四
三
六
七
円
）
の
水
準
に
戻

し
た
格
好
に
な
る
。

　

改
定
額
を
規
模
別
に
み
る
と
、
五
○
○
○

人
以
上
は
四
八
九
一
円（
前
年
四
七
七
九
円
）、

一
○
○
○
―
四
九
九
九
人
は
四
七
三
二
円

（
同
四
二
八
九
円
）、
三
○
○
―
九
九
九
人

は
四
○
二
二
円
（
同
三
六
七
三
円
）、
一
○

○
―
二
九
九
人
は
四
一
三
一
円
（
同
三
五
六

三
円
）
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
規
模
で
前
年

を
上
回
る
数
値
を
示
し
、
な
か
で
も
中
小
の

伸
び
が
目
立
つ
結
果
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
改
定
率
は
一
・
五
％
と
な
り
前
年

（
一
・
四
％
）
を
○
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ

た
。
規
模
別
に
み
る
と
、
五
○
○
○
人
以
上

は
一
・
五
％
（
前
年
同
率
）、
一
○
○
○
―

四
九
九
九
人
は
一
・
六
％
（
同
一
・
四
％
）、

三
○
○
―
九
九
九
人
は
一
・
五
％
（
同
一
・

四
％
）、一
○
○
―
二
九
九
人
は
一
・
五
％（
同

一
・
四
％
）
と
な
っ
た
。

定
昇
実
施
割
合
は
過
去
最
高
の
水
準
に

　

賃
金
改
定
を
実
施
す
る
企
業
と
実
施
し
な

い
企
業
に
、
定
昇
の
有
無
に
つ
い
て
尋
ね
た
。

　

管
理
職
に
つ
い
て
は
、「
定
昇
あ
り
」
が
六

八
・
九
％（
前
年
六
八
・
六
％
）、「
定
昇
な
し
」

が
二
九
・
四
％
（
同
二
九
・
六
％
）
と
な
っ

た
。
こ
の
う
ち
、「
定
昇
あ
り
」
の
実
施
状
況

を
み
る
と
、「
定
昇
を
行
っ
た
・
行
う
」
は
五

九
・
四
％
（
同
五
六
・
七
％
）、「
定
昇
を
行

わ
な
か
っ
た
・
行
わ
な
い
」
は
八
・
八
％
（
同

一
一
・
二
％
）
と
な
っ
た
。
管
理
職
の
定
昇

実
施
割
合
（
五
九
・
四
％
）
は
比
較
可
能
な

二
○
○
三
年
以
降
で
過
去
最
高
の
水
準
と

な
っ
た
。

　

次
に
、
一
般
職
で
み
る
と
、「
定
昇
あ
り
」

は
七
七
・
九
％
（
同
七
五
・
三
％
）、「
定
昇

な
し
」
は
二
○
・
四
％
（
同
二
二
・
九
％
）

と
な
る
。
こ
の
う
ち
、「
定
昇
あ
り
」
の
実
施

状
況
を
み
る
と
、「
定
昇
を
行
っ
た
・
行
う
」

は
七
○
・
三
％
（
同
六
四
・
七
％
）、「
定
昇

を
行
わ
な
か
っ
た
・
行
わ
な
い
」
は
六
・
九
％

（
同
九
・
七
％
）
と
な
る
。
一
般
職
に
お
け

る
定
昇
実
施
割
合
（
七
○
・
三
％
）
も
管
理

職
同
様
、
過
去
最
高
の
水
準
に
達
し
た
。

中
堅
、
中
小
で
ベ
ア
の
動
き
も

　

一
方
、
定
昇
制
度
が
あ
る
企
業
に
つ
い
て
、

ベ
ア
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
定
昇
と
ベ
ア

を
区
別
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
管
理
職
で

五
六
・
六
％
（
前
年
五
七
・
○
％
）、
一
般

職
で
六
○
・
二
％
（
同
六
○
・
○
％
）
と
な
っ

た
。
こ
の
う
ち
、「
ベ
ア
を
行
っ
た
・
行
う
」

は
管
理
職
で
一
一
・
五
％
（
同
九
・
八
％
）、

一
般
職
で
一
三
・
九
％
（
同
一
二
・
一
％
）

と
な
り
、
と
も
に
前
年
を
二
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど

上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

ベ
ア
実
施
企
業
を
規
模
別
に
み
る
と
、
管

理
職
で
は
、
五
○
○
○
人
以
上
（
六
・
一
％
）、

一
○
○
○
―
四
九
九
九
人
（
八
・
二
％
）、

三
○
○
―
九
九
九
人
（
一
○
・
二
％
）、
一

○
○
―
二
九
九
人
（
一
二
・
二
％
）
と
な
り
、

一
○
○
○
人
未
満
で
は
二
桁
の
実
施
割
合
と

な
っ
た
。
一
方
、
一
般
職
で
は
五
○
○
○
人

以
上
（
四
・
五
％
）、
一
○
○
○
―
四
九
九

九
人
（
九
・
四
％
）、三
○
○
―
九
九
九
人
（
一

二
・
一
％
）、
一
○
○
―
二
九
九
人
（
一
五
・

○
％
）
と
な
り
、
管
理
職
同
様
、
一
○
○
○

人
未
満
で
は
二
桁
の
ベ
ア
実
施
と
な
っ
た
。

　

厚
労
省
担
当
者
は
、「
こ
こ
数
年
で
み
る
と
、

中
小
で
は
ベ
ア
の
動
き
が
み
ら
れ
る
な
ど
、

底
上
げ
の
兆
し
も
み
え
る
。
今
後
も
賃
上
げ

に
つ
な
が
る
環
境
を
整
備
し
、
そ
の
動
向
を

注
視
し
て
い
き
た
い
」
と
話
す
。

�

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

賃
金
実
態

2

八
割
近
く
の
企
業
が
賃
上
げ
、月
額
平
均
で
四
三
七
五
円
―
―
厚
労
省
調
査




